
　
い
ず
み
聖
地
公
園
の
芝
生
墓
地
の
使

用
受
け
付
け
を
次
の
通
り
開
始
し
ま

す
。
墓
地
は
、
永
代
に
わ
た
り
使
用
者

を
引
き
継
ぐ
方
式
の
も
の
で
す
。

日
時
と
場
所

○
焼
骨
を
持
っ
て
い
る
人

・
5
月
12
日
㈰ 

午
前
9
時
〜
午
後
5

時
・
市
役
所
6
階
大
会
議
室

・
5
月
13
日
㈪
以
降（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
） 

午
前
8
時
30
分
〜
午

後
5
時
・
環
境
衛
生
課（
市
役
所
2

階
）

○
焼
骨
を
持
っ
て
い
な
い
人

・
5
月
19
日
㈰ 

午
前
9
時
〜
午
後
5

時
・
市
役
所
6
階
大
会
議
室

・
5
月
20
日
㈪
以
降（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
） 

午
前
8
時
30
分
〜
午

後
5
時
・
環
境
衛
生
課

応
募
資
格

　
市
に
住
民
記
録
が
あ
り
、
申
請
日
現

在
で
市
内
に
1
年
以
上
住
ん
で
い
て
、

い
ず
み
聖
地
公
園
・
成
田
霊
園
に
墓
地

を
持
っ
て
い
な
い
人

今回募集する区画

芝
生
墓
地
の
受
け
付
け
開
始

申
請
に
必
要
な
も
の

　
焼
骨
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
埋
火
葬

許
可
証
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。
代

理
に
よ
る
申
請
は
、
使
用
希
望
者
か
ら

の
委
任
状
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
代
理

人
1
人
が
委
任
状
を
複
数
持
つ
と
き
は
、

1
件
ず
つ
並
び
直
し
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

区
画
の
決
定

　
受
け
付
け
順
と
し
、
書
類
審
査
を
経

て
墓
地
区
画
番
号
順
に
決
定
し
ま
す
。

墓
地
の
区
画
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

墓地の
種　類

募　集
区画数 永代使用料

管理料

単年度 6年度分
前納

芝生墓地
（4㎡） 388 47万7,000円 5,880円 2万9,400円

募集区画と使用料・管理料

い
ず
み
聖
地
公
園

公園案内図

駐車場

駐車場

ペット墓地 駐車場 駐車場

駐車場

調整池

管理事務所・斎場

駐車場

駐車場

駐車場

スズラン（芝生墓地）
388区画

募集区画
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